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＜R4 年 実務要綱 4 章 誤記の訂正＞ 

① ４-11 主索又は鎖で吊るエレベーター検査結果表 (4 文字訂正) 

１（１）機械室への通路及び出入り口の戸  

①機械室の出入口戸，手すり，通路，階段の状況を確認する。次の場合は「要是正」となる。 

②出入口戸：解錠若しくは施錠ができない場合 

③出入口：幅 0.7m 未満，高さ 1.8m 未満 

④機械室に通ずる階段：けあげ 23cm 以上，踏面 15cm 未満，当該階段の両側に側壁 

又はこれに代わるものがない場合において手すりがないとき 

⑤機械室までの通路：高さ 1.8m 未満 又は幅 0.7m 未満 

 

①機械室の出入口戸，手すり，通路，階段の状況を確認する。次の場合は「要是正」となる。 

a)出入口戸：解錠若しくは施錠ができない場合 

b)出入口：幅 0.7m 未満，高さ 1.8m 未満 

c)機械室に通ずる階段：けあげ 23cm 以上，踏面 15cm 未満，当該階段の両側に側壁 

又はこれに代わるものがない場合において手すりがないとき 

d)機械室までの通路：高さ 1.8m 未満 又は幅 0.7m 未満 

② ４-1３ １（14）巻上機「ブレーキ」 （2 文字削除、4 文字追加） 

④ 「プランジャーストローク」 

a)プランジャーストローク測定は、要改善ブレーキ(※１) に該当するブレーキに対して実施する。 

(※１) 要改善ブレーキ 

ｲ)プランジャーの移動が拘束される、又はブレーキスプリングのばね力により推力が低下する可能性の 

ある構造のブレーキを有するもので、これら安全確保のための改善措置が必要である構造のブーキを 

いう。具体的には、事務連絡に示すフーに基づき製造者等が示すもの。 

[国土交通省住宅局建築指導課 事務連絡（平成 28 年 11 月 1 日）抜粋] 

b)要改善ブレーキ指定以外のブレーキは、構造上対象外として、「イ」を○で囲む。1(14)項でのプラン 

ジャーストローク測定・記入は不要。但し、製造者が検査を指定する場合は、「上記以外の検査項目」 

以外は「特記事項」欄に製造者指示に従い記入する(※２)。 

 

a)プランジャーストローク測定は、要改善ブレーキ(※１) に該当するブレーキに対して実施する。 

(※１) 要改善ブレーキ 

ｲ)プランジャーの移動が拘束される、又はブレーキスプリングのばね力により推力が低下する可能性の 

ある構造のブレーキを有するもので、これら安全確保のための改善措置が必要である構造のブレーキ 

をいう。具体的には、事務連絡に示すフローに基づき製造者等が示すもの。 

[国土交通省住宅局建築指導課 事務連絡（平成 28 年 11 月 1 日）抜粋] 

b)要改善ブレーキ指定以外のブレーキは、構造上対象外として、「イ」を○で囲む。1(14)項でのプラン 

ジャーストローク測定・記入は不要。但し、製造者が検査を指定する場合は、「上記以外の検査項目」 

もしくは「特記事項」欄に製造者指示に従い記入する(※２)。 

１ 



③ ４-1４ 検査項目 主索又は鎖 (注釈文訂正) 

 

 

 

 

 

 

 

④ ４-1７ ４（11）施錠装置 （２文字削除） 

 

 

 

⑤ ４-２３ 油圧エレベーター検査結果表 (4 文字訂正) 

１（１）機械室への通路及び出入り口の戸  

①機械室の出入口戸，手すり，通路，階段の状況を確認する。次の場合は「要是正」となる。 

②出入口戸：解錠若しくは施錠ができない場合 

③出入口：幅 0.7m 未満，高さ 1.8m 未満 

④機械室に通ずる階段：けあげ 23cm 以上，踏面 15cm 未満，当該階段の両側に側壁 

又はこれに代わるものがない場合において手すりがないとき 

⑤機械室までの通路：高さ 1.8m 未満 又は幅 0.7m 未満 

 

①機械室の出入口戸，手すり，通路，階段の状況を確認する。次の場合は「要是正」となる。 

a)出入口戸：解錠若しくは施錠ができない場合 

b)出入口：幅 0.7m 未満，高さ 1.8m 未満 

c)機械室に通ずる階段：けあげ 23cm 以上，踏面 15cm 未満，当該階段の両側に側壁 

又はこれに代わるものがない場合において手すりがないとき 

d)機械室までの通路：高さ 1.8m 未満 又は幅 0.7m 未満 

２ 



⑥ ４-５１ 小荷物専用昇降機 検査結果表 （2 文字訂正） 

１(４) 制御器（接触器、継電器及び運転制御用基板） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ ４-６２１（）制御器（接触器、継電器及び運転制御用基板）（2 文字訂正） 

① 接触器の判定は、別表第１～6 で指示されているとおり目視と交換基準の２つで判定する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 



⑧ ４-６６ 2（ ）主索又は鎖 (注釈文訂正)  

 ロープ式・油圧式 2(3) 段差解消機 2(17) 小荷物専用 3(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 



⑨ ４-６9 主索又は鎖・調速機ロープの判定 （1 文字追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 



⑩ ４-72 主索の摩耗・摩損・錆の記入例 ［事例 1～14］（1 文字訂正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ ４-80 「特記事項」記入例 （4 文字削除（—）追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 


